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衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
君
提
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北
方
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の
旧
島
民
の
権
利
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
君
提
出
北
方
領
土
の
旧
島
民
の
権
利
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

択
捉
島
、
国
後
島
、
色
丹
島
及
び
歯
舞
群
島
（
以
下
「
北
方
四
島
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
北
方

四
島
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
当
時
の
ま
ま
の
登
記
簿
、
土
地
台
帳
及
び
家
屋
台
帳
が
、
現
在
も
、
釧
路
地
方
法
務
局
に
保
管
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
、
当
該
登
記
簿
に
係
る
登
記
用
紙
に
つ
い
て
、
閉
鎖
の
手
続
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
北
方
四

島
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
が
、
ロ
シ
ア
は
、
法
的
根
拠
な
く
し
て
北
方
四
島
を
占
拠
し
て
お
り
、
我
が
国
は
、
現

在
、
管
轄
権
の
一
部
を
事
実
上
行
使
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
た
め
、
北
方
四
島
に
お
け
る
不
動
産
に
つ
い
て
の
登
記
事
務
は

行
っ
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

北
方
四
島
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
が
、
ロ
シ
ア
は
、
法
的
根
拠
な
く
し
て
北
方
四
島
を
占
拠
し
て
お
り
、
我
が

国
は
、
現
在
、
管
轄
権
の
一
部
を
事
実
上
行
使
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
た
め
、
北
方
四
島
に
所
在
す
る
固
定
資
産
に
対
し
て

は
、
固
定
資
産
税
は
課
さ
れ
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

一



国
が
、
御
指
摘
の
不
動
産
の
権
利
者
に
対
し
て
補
償
を
行
っ
た
こ
と
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

北
方
四
島
は
、
相
続
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
七
十
三
号
）
附
則
第
二
項
及
び
相
続
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年

政
令
第
七
十
一
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
分
の
間
、
相
続
税
法
の
施
行
地
か
ら
除
か
れ
て
い
る
。

相
続
税
法
第
一
条
の
三
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

そ
の
者
が
相
続
又
は
遺
贈
（
贈
与
を
し
た
者
の
死
亡
に
よ
り
効
力
を
生
ず
る
贈
与
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
取
得
し

た
財
産
の
全
部
に
対
し
、
相
続
税
が
課
税
さ
れ
る
が
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
十
九

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
の
う
ち
に
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
お
い
て
相

続
税
法
の
施
行
地
外
に
あ
っ
た
財
産
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
財
産
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
財
産
（
当
該
相
続
に
係
る

同
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
相
続
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
、
そ
の
価
額
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を

除
く
。
）
の
価
額
は
、
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
相
続
税
の
課
税
価
格
の
計
算
の
基
礎
に
算
入
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。相

続
税
法
第
一
条
の
三
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
者
が

二



相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
で
同
法
の
施
行
地
に
あ
る
も
の
に
対
し
、
相
続
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
よ
っ
て
、
同
法
の
施
行
地
か
ら
除
か
れ
て
い
る
北
方
四
島
に
あ
る
財
産
に
つ
い
て
は
、
相
続
税
の
課
税
の
対
象
と
な
っ

て
い
な
い
。

ま
た
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
現
在
、
相
続
登
記
を
含
め
、
不
動
産
に
つ
い
て
の
登
記
事
務
は
行
っ
て
い
な
い

が
、
北
方
四
島
が
将
来
返
還
さ
れ
た
場
合
に
登
記
事
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
昭
和

四
十
五
年
五
月
一
日
以
後
、
所
有
権
の
登
記
名
義
人
の
相
続
人
か
ら
相
続
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
釧
路
地
方
法
務
局
に

備
え
付
け
ら
れ
た
所
定
の
用
紙
に
相
続
登
記
の
登
記
事
項
と
同
様
の
内
容
を
記
載
す
る
処
理
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
件
数
は
、

平
成
十
年
二
件
、
平
成
十
一
年
零
件
、
平
成
十
二
年
二
件
、
平
成
十
三
年
一
件
、
平
成
十
四
年
一
件
、
平
成
十
五
年
一
件
、

平
成
十
六
年
五
件
、
平
成
十
七
年
零
件
、
平
成
十
八
年
一
件
、
平
成
十
九
年
六
件
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

北
方
四
島
に
お
け
る
不
動
産
の
所
有
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
不
動
産
が
滅
失
し
て
い
る
等
の
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、

そ
の
所
有
権
は
、
消
滅
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

三


